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中
小
企
業
の
経
営
者
の
高
齢
化
が
進

ん
で
お
り
、
経
営
者
年
齢
層
の
ピ
ー
ク

は
こ
の
20
年
間
で
50
代
か
ら
60
〜
70
代

へ
と
大
き
く
上
昇
し
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
、
経
営
者
の
引
退
年
齢
は
、
会
社

の
規
模
や
業
種
に
も
よ
り
ま
す
が
、
平

均
す
る
と
67
歳
〜
70
歳
と
な
っ
て
お
り
、

今
後
５
年
程
度
で
、
多
く
の
中
小
企
業

が
事
業
承
継
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
迎
え
る

と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
後
継
者
不
足
は
深
刻
な
問

題
で
あ
り
、
近
年
増
加
す
る
中
小
企
業

の
廃
業
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
す
。

こ
の
ま
ま
で
は
日
本
経
済
・
社
会
を
支

え
る
貴
重
な
雇
用
や
技
術
が
失
わ
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
事
業
承
継
に
よ
る
世
代
交
代
や
Ｍ
＆

Ａ
に
よ
る
規
模
拡
大
は
企
業
の
成
長
に

効
果
的
で
、中
小
企
業
の
活
力
の
維
持・

発
展
の
た
め
に
事
業
承
継
は
必
要
不
可

欠
で
す
。

　
日
本
政
策
金
融
公
庫
総
合
研
究
所
が

全
国
約
４
０
０
０
の
中
小
企
業
の
経
営

者
に
対
し
て
行
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

調
査
で
は
、
60
歳
以
上
の
経
営
者
の
約

60
％
が
「
廃
業
を
予
定
し
て
い
る
」
と

回
答
し
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て

最
も
多
か
っ
た
回
答
は
「
そ
も
そ
も
誰

か
に
継
い
で
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い

な
い
」
（
45.2
％
）
で
す
が
、
そ
の
理
由

を
詳
し
く
尋
ね
る
と
「
経
営
者
個
人
の

感
性
・
個
性
が
欠
か
せ
な
い
事
業
だ
か

ら
」
（
24.4
％
）
が
最
も
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　
一
方
で
「
子
ど
も
が
い
な
い
」
（
12.1

％
）、「
子
ど
も
に
継
ぐ
意
思
が
な
い
」

（
10.9
％
）
、
「
適
当
な
後
継
者
が
見
つ

か
ら
な
い
」
（
5.4
％
）
を
合
わ
せ
た
後

継
者
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
と

し
た
回
答
は
３
割
近
く
に
上
っ
て
い
ま

す
。

　
会
社
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
存
続
で
き

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
事
業
承
継
の
進
め

方
、
実
情
に
対
す
る
認
識
が
不
足
し
て

お
り
、
事
業
承
継
へ
の
着
手
を
先
送
り

し
た
た
め
に
、
後
継
者
を
確
保
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

後
継
者
の
育
成
期
間
を
含
め
れ
ば
、
事

業
承
継
に
は
５
年
〜
10
年
は
か
か
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
経
営
者
の

平
均
引
退
年
が
70
歳
前
後
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
60
歳
ご
ろ
か
ら
事
業
承

継
の
準
備
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
事
業
承
継
は
、
引
き
継
ぐ
先
に
よ
っ

て
、
親
族
内
承
継
、
従
業
員
承
継
、
Ｍ

＆
Ａ
（
社
外
へ
の
引
継
）
に
分
類
さ
れ

ま
す
。

　
事
業
承
継
で
は
、
後
継
者
育
成
な
ど

を
進
め
な
が
ら
経
営
権
を
引
き
継
ぐ

「
人
（
経
営
）
」
の
承
継
、
自
社
株

式
・
事
業
用
資
産
、
債
権
や
債
務
な
ど

「
資
産
」
の
承
継
、
経
営
理
念
や
取
引

先
と
の
人
脈
、
従
業
員
の
技
術
・
技
能

や
信
頼
関
係
と
い
っ
た
「
知
的
財
産
」

の
承
継
を
計
画
的
に
進
め
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
資
産
や
経
営
権
の
み

な
ら
ず
、対
話
を
通
じ
て「
経
営
理
念
」

や
経
営
者
の
想
い
を
受
け
継
い
で
い
く

こ
と
も
、
事
業
承
継
を
進
め
て
い
く
う

え
で
重
要
な
要
素
に
な
り
ま
す
。

　「
事
業
承
継
に
向
け
た
準
備
の
必
要

　
性
の
認
識
」

　
従
業
員
の
雇
用
や
、
取
引
先
と
の
信

頼
関
係
な
ど
、
会
社
が
周
囲
に
与
え
る

影
響
は
小
さ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

引
継
ぎ
と
い
っ
て
も
、
経
営
者
の
身
内

だ
け
の
問
題
で
な
い
こ
と
を
改
め
て
理

解
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　「
経
営
状
況
・
課
題
を
見
え
る
化
す

　
る
」

　
会
社
の
経
営
状
況
を
把
握
し
、
経
営

の
見
え
る
化
を
行
い
、
課
題
の
改
善
に

向
け
た
方
向
性
を
明
確
に
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　「
事
業
承
継
に
向
け
て
、
会
社
を
磨

　
き
上
げ
」

　
企
業
価
値
の
高
い
魅
力
的
な
会
社
に

は
他
社
に
負
け
な
い「
強
み
」を
持
っ
た

会
社
や
、
業
務
の
流
れ
に
無
駄
が
な
い

効
率
的
な
組
織
体
制
を
構
築
し
た
会
社

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
自
社
の
強
み
を
有

す
る
分
野
の
業
務
拡
大
と
、
各
部
署
の

役
割
を
明
確
に
し
、
業
務
が
ス
ム
ー
ズ

に
進
行
す
る
体
制
を
整
備
し
ま
し
ょ
う
。

　「
事
業
承
継
の
計
画
策
定
か
ら
実
行

　
ま
で
」

経
営
の
「
見
え
る
化
」
、
会
社
の
「
磨

き
上
げ
」
を
進
め
る
過
程
で
明
ら
か
に

な
っ
た
経
営
上
の
課
題
を
解
消
し
な
が

ら
、
後
継
者
と
二
人
三
脚
で
策
定
し
た

事
業
承
継
計
画
、
あ
る
い
は
は
希
望
に

適
っ
た
相
手
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
条
件
に

沿
っ
て
、
資
産
の
移
転
、
経
営
権
の
移

譲
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

親族内承継

従業員承継

事業の見える化
のメリット

資産の見える化
のメリット

財務の見える化
のメリット

M&A
（社外への引継ぎ）

　事業承継とは、経営者が事業を次世代へと引き継ぐことです。事業承継を行うことで、長年にわたり培ってきた技術や貴重なノ
ウハウ、従業員を引き継ぐことが可能です。しかし、中小企業の後継者不在状況が深刻であり、廃業の増加による貴重な雇用や技
術への影響が懸念されています。将来に向けて事業を維持、成長させていくためには、後継者の確保を含む事業承継に向けた早
めの準備着手が重要です。

【出典・参考】中小企業庁「事業承継」、「事業承継マニュアル」、㈱帝国データバンク全国「後継者不
　　　　　　　在率」動向調査（2023年）、日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関す
　　　　　　　るインターネット調査（2023年調査）、事業承継・引継ぎ補助金　　　　　　　　　　
　　　　　　

事
業
承
継
の
構
成
要
素
と
、
実
行

す
る
ま
で
の
「
５
つ
の
ス
テ
ッ
プ
」

①
経
営
者
の
平
均
年
齢

②
後
継
者
に
託
す
、３
つ
の
要
素

①
事
業
承
継
の
種
類

②
経
営
者
高
齢
化
の
背
景
に
あ
る

　
後
継
者
不
足
問
題

③
事
業
承
継
を
実
行
す
る
ま
で
の

　
「
５
つ
の
ス
テ
ッ
プ
」

③
事
業
承
継
に
は
５
年
か
ら
10
年

　
か
か
る

デ
ー
タ
で
見
る
事
業
承
継
の
現
状
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後継者難を理由とする回答が約３割

－磨き上げ事例－
「弱み」を「強み」
に変えて受注UP！
　旧型設備での小ロ
ット製造は弱みかと
思っていたが、その
機動性を逆手にとっ
て経営資源を集中。
大手企業では対応で
きない小ロット案件
の受注が増加。　　
　　　　　

現経営者の子をはじめとした親族
に承継
●心情面や、長期間の準備期間確
　保がしやすい、相続等による財
　産・株式の後継者移転が可能と
　いった背景から所有と経営の一
　体的な承継が期待できます。

社外の第三者（企業や創業希望者
等）へ株式譲渡や事業譲渡により
承継
●親族や社内に適任者がいない場
　合でも広く候補者を求めること
　ができます。
●現経営者は会社売却の利益を得
　ることができます。

「親族以外」の従業員に承継
●経営者能力のある人材を見極め
　て承継することができます。
●長期間働いてきた従業員であれ
　ば経営方針等の一貫性を期待で
　きます。

事業の将来性の分析や会社の経営
体質の確認を行い、会社の強み・
弱みを再認識。これにより取り組
むべき課題を洗い出す。
経営者の個人資産について会社と
の貸借関係等を確認する。後継者
に残せる経営資源を明確にする。
客観的な財務状況を明らかにする。
これにより、銀行や取引先からの
信用度も上がり、資金調達・取引
を円滑にする。　　
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